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級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活 級若しくは、これに準ずる視覚障害の状態にあり、日常生活

におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認めら におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認めら

れる視覚障害を有する者 れる視覚障害を有する者

ロ 聴覚障害者 ロ 聴覚障害者

身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚 身体障害者手帳の障害の程度が二級又はこれに準ずる聴覚

障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに 障害の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーションに

支障があると認められる聴覚障害を有する者 支障があると認められる聴覚障害を有する者

ハ 言語機能障害者 ハ 言語機能障害者

身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語 身体障害者手帳の障害の程度が三級又はこれに準ずる言語

機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーシ 機能障害等の状態にあり、日常生活におけるコミュニケーシ

ョンに支障があると認められる言語機能障害を有する者 ョンに支障があると認められる言語機能障害を有する者

ニ 知的障害者 ニ 知的障害者

「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付 「療育手帳制度について」（昭和四十八年九月二十七日付

厚生省発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて 厚生省発児第一五六号各都道府県知事・各指定都市市長あて

厚生事務次官通知）第五の２の規定により交付を受けた療育 厚生事務次官通知）第五の２の規定により交付を受けた療育

手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」（昭和 手帳の障害の程度が「療育手帳制度の実施について」（昭和

四十八年九月二十七日児発第七百二十五号各都道府県知事・ 四十八年九月二十七日児発第七百二十五号各都道府県知事・

各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知）（以下「局長 各指定都市市長あて厚生省児童家庭局長通知）（以下「局長

通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）の障害を有す 通知」という。）の第三に規定するＡ（重度）の障害を有す

る者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号） る者又は知的障害者福祉法（昭和三十五年法律第三十七号）

第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知 第十二条の規定に基づき各都道府県・指定都市が設置する知

的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三 的障害者更生相談所において障害の程度が、局長通知の第三

に規定する重度の障害を有する者 に規定する重度の障害を有する者

② 注13の「入所者の数が15人以上」という障害者生活支援員に ② 注13の「入所者の数が15以上」という障害者生活支援員に係

係る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障 る加算の算定要件は、視覚障害者、聴覚障害者、言語機能障害

害者及び知的障害者の合計数が十五人以上であれば満たされる 者及び知的障害者の合計数が十五人以上であれば満たされるも

ものであること。この場合の障害者生活支援員の配置について のであること。この場合の障害者生活支援員の配置については、

は、それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置され それぞれの障害に対応できる専門性を有する者が配置されてい

ていることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤 ることが望ましいが、例えば、視覚障害に対応できる常勤専従

専従の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害及 の障害者生活支援員に加えて、聴覚障害、言語機能障害及び知

び知的障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務 的障害に対応できる非常勤職員の配置又は他の職種が兼務する

することにより、適切な生活の支援を行うことができれば、当 ことにより、適切な生活の支援を行うことができれば、当該加

該加算の要件を満たすものとする。 算の要件を満たすものとする。

③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（二十 ③ 知的障害を有する者に対する障害者生活支援員の要件（○号

三号告示第三十六号ハ）としては、知的障害者福祉法に規定す 告示第三十六号）としては、知的障害者福祉法に規定する知的
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る知的障害者福祉司の資格を有する者のほか。同法第十九条第 障害者福祉司の資格を有する者のほか。同法第十九条第一項に

一項に規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等 規定する知的障害者援護施設における指導員、看護師等で入所

で入所者の処遇実務経験五年以上の者とする。 者の処遇実務経験五年以上の者とする。

⒁ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について ⒁ 入所者が入院し、又は外泊したときの費用の算定について

① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は ① 注14により入院又は外泊時の費用の算定について、入院又は

外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の 外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して七泊の

入院又は外泊を行う場合は、六日と計算されること。 入院又は外泊を行う場合は、六日と計算されること。

（例） （例）

入院又は外泊期間：三月一日～三月八日（八日間） 入院又は外泊期間：三月一日～三月八日（八日間）

三月一日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定 三月一日 入院又は外泊の開始……所定単位数を算定

三月二日～三月七日（六日間）……一日につき二百四十六単位 三月二日～三月七日（六日間）……一日につき二百四十六単位

を算定可 を算定可

三月八日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定 三月八日 入院又は外泊の終了……所定単位数を算定

② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、 ② 入所者の入院又は外泊の期間中にそのまま退所した場合は、

退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊 退所した日の外泊時の費用は算定できる。また、入所者の外泊

の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日 の期間中にそのまま併設医療機関に入院した場合には、入院日

以降については外泊時の費用は算定できない。 以降については外泊時の費用は算定できない。

③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の ③ 入所者の入院又は外泊の期間中で、かつ、入院又は外泊時の

費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ 費用の算定期間中にあっては、当該入所者が使用していたベッ

ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で ドを他のサービスに利用することなく空けておくことが原則で

あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生 あるが、当該入所者の同意があれば、そのベッドを短期入所生

活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、 活介護に活用することは可能であること。ただし、この場合に、

入院又は外泊時の費用は算定できないこと。 入院又は外泊時の費用は算定できないこと。

④ 入院又は外泊時の取扱い ④ 入院又は外泊時の取扱い

イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は イ 入院又は外泊時の費用の算定にあたって、一回の入院又は

外泊で月をまたがる場合は、最大で連続十三泊（十二日分） 外泊で月をまたがる場合は、最大で連続十三泊（十二日分）

まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。 まで入院又は外泊時の費用の算定が可能であること。

（例）月をまたがる入院の場合 （例）月をまたがる入院の場合

入院期間：一月二十五日～三月八日 入院期間：一月二十五日～三月八日

一月二十五日 入院……所定単位数を算定 一月二十五日 入院………所定単位数を算定

一月二十六日～一月三十一日（六日間）……一日につき二百 一月二十六日～一月三十一日（六日間）……一日につき二百

四十六単位を算定可 四十六単位を算定可

二月一日～二月六日（六日間）……一日につき二百四十六単 二月一日～二月六日（六日間）……一日につき二百四十六単

位を算定可 位を算定可

二月七日～三月七日……費用算定不可 二月七日～三月七日……費用算定不可
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三月八日 退院……所定単位数を算定 三月八日 退院……所定単位数を算定

ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又は ロ 「外泊」には、入所者の親戚の家における宿泊、子供又は

その家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。 その家族と旅行に行く場合の宿泊等も含むものであること。

ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービ ハ 外泊の期間中は、当該入所者については、居宅介護サービ

ス費は算定されないものであること。 ス費は算定されないものであること。

ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等 ニ 「入院」の場合、必要に応じて、入退院の手続きや家族等

への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。 への連絡調整、情報提供などの業務にあたること。

⒂ 初期加算について ⒂ 初期加算について

① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初に ① 入所者については、指定介護老人福祉施設へ入所した当初に

は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすること は、施設での生活に慣れるために様々な支援を必要とすること

から、入所日から三十日間に限って、一日につき三十単位を加 から、入所日から三十日間に限って、一日につき三十単位を加

算すること。 算すること。

② 「入所日から三十日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を ② 「入所日から三十日間」中に外泊を行った場合、当該外泊を

行っている間は、初期加算を算定できないこと。 行っている間は、初期加算を算定できないこと。

③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係 ③ 当該施設における過去の入所及び短期入所生活介護との関係

初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立 初期加算は、当該入所者が過去三月間（ただし、日常生活自立

度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とす 度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する者の場合は過去一月間とす

る。）の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがな る。）の間に、当該指定介護老人福祉施設に入所したことがな

い場合に限り算定できることとする。 い場合に限り算定できることとする。

なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期 なお、当該指定介護老人福祉施設の併設又は空床利用の短期

入所生活介護（単独型の場合であっても１の⑵の②に該当する 入所生活介護（単独型の場合であっても１の⑵の②に該当する

場合を含む。）を利用していた者が日を空けることなく引き続 場合を含む。）を利用していた者が日を空けることなく引き続

き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該 き当該施設に入所した場合（短期入所から退所した翌日に当該

施設に入所した場合を含む。）については、初期加算は入所直 施設に入所した場合を含む。）については、初期加算は入所直

前の短期入所生活介護の利用日数を三十日から控除して得た日 前の短期入所生活介護の利用日数を三十日から控除して得た日

数に限り算定するものとする。 数に限り算定するものとする。

④ 三十日を超える病院又は診療所への入院後に再入所 ④ 三十日を超える病院又は診療所への入院後に再入所

⒃ 退所時等相談援助加算について ⒃ 退所時等相談援助加算について

① 退所前後訪問相談援助加算 ① 退所前訪問相談援助加算・退所後訪問相談援助加算

イ 退所前の訪問相談援助については、入所期間が一月を超え イ 退所前訪問相談援助加算については、入所期間が一月を超

ると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後生 えると見込まれる入所者の退所に先立って、入所者が退所後

活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相談 生活する居宅を訪問して退所後の居宅サービス等について相

援助を行った場合に、入所中一回に限り加算を行うものであ 談援助を行った場合に、入所中一回に限り算定するものであ

るが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要がある るが、入所後早期に退所に向けた訪問相談援助の必要がある

と認められる場合については、二回の訪問相談援助について と認められる場合については、二回の訪問相談援助について
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加算が行われるものであること。この場合にあっては、一回 加算が行われるものであること。この場合にあっては、一回

目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の 目の訪問相談援助は退所を念頭においた施設サービス計画の

策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問相談援助 策定に当たって行われるものであり、二回目の訪問相談援助

は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終 は退所後在宅又は社会福祉施設等における生活に向けた最終

調整を目的として行われるものであること。 調整を目的として行われるものであること。

ロ 退所後訪問相談援助加算については、入所者の退所後三十

日以内に入所者の居宅を訪問して相談援助を行った場合に、

一回に限り算定するものである。

ロ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相 ハ 退所前訪問相談援助加算は退所日に算定し、退所後訪問相

談援助加算は訪問日に算定するものであること。 談援助加算は訪問日に算定するものであること。

ハ 退所前後訪問相談援助加算は、次の場合には、算定できな ニ 退所前訪問相談援助加算及び退所後訪問相談援助加算は、

いものであること。 次の場合には、算定できないものであること。

ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合 ａ 退所して病院又は診療所へ入院する場合

ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合 ｂ 退所して他の介護保険施設へ入院又は入所する場合

ｃ 死亡退所の場合 ｃ 死亡退所の場合

ニ 退所前後訪問相談援助は、介護支援専門員、生活相談員、 ホ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、介護支援

看護職員、機能訓練指導員又は医師が協力して行うこと。 専門員、生活相談員、看護職員、機能訓練指導員又は医師が

協力して行うこと。

ホ 退所前後訪問相談援助は、入所者及びその家族等のいずれ ヘ 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助は、入所者及

にも行うこと。 びその家族等のいずれにも行うこと。

ヘ 退所前後訪問相談援助を行った場合は、相談援助を行った ト 退所前訪問相談援助及び退所後訪問相談援助を行った場合

日及び相談援助の内容の要点に関する記録を行うこと。 は、相談援助を行った日及び相談援助の内容の要点に関する

記録を行うこと。

② 退所時相談援助加算 ② 退所時相談援助加算

イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。 イ 退所時相談援助の内容は、次のようなものであること。

ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等におけ ａ 食事、入浴、健康管理等在宅又は社会福祉施設等におけ

る生活に関する相談援助 る生活に関する相談援助

ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び ｂ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び

向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助 向上を目的として行う各種訓練等に関する相談援助

ｃ 家屋の改善に関する相談援助 ｃ 家屋の改善に関する相談援助

ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助 ｄ 退所する者の介助方法に関する相談援助

ロ ①のハからヘまでは、退所時相談援助加算について準用す ロ ①のニからトまでは、退所時相談援助加算について準用す

る。 る。

ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、 ハ 入所者に係る居宅サービスに必要な情報提供については、

老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センタ 老人福祉法第二十条の七の二に規定する老人介護支援センタ
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ーに替え、法第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括 ーに替え、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括

支援センターに対して行った場合についても、算定できるも 支援センターに対して行った場合についても、算定できるも

のとする。 のとする。

③ 退所前連携加算 ③ 退所前連携加算

イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所 イ 退所前連携加算については、入所期間が一月を超える入所

者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専 者の退所に先立って、指定居宅介護支援事業者の介護支援専

門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上 門員と連携し、退所後の居宅における居宅サービスの利用上

必要な調整を行った場合に、入所者一人につき一回に限り退 必要な調整を行った場合に、入所者一人につき一回に限り退

所日に加算を行うものであること。 所日に加算を行うものであること。

ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内 ロ 退所前連携を行った場合は、連携を行った日及び連携の内

容の要点に関する記録を行うこと。 容の要点に関する記録を行うこと。

ハ ①のハ及びニは、退所前連携加算について準用する。 ハ ①のニ及びホは、退所前連携加算について準用する。

ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所 ニ 在宅・入所相互利用加算の対象となる入所者について退所

前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るとき 前連携加算を算定する場合には、最初に在宅期間に移るとき

にのみ算定できるものとする。 にのみ算定できるものとする。

⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて ⒄ 従来型個室に入所していた者の取扱いについて

注15に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受け 注15に規定する措置については、介護福祉施設サービスを受け

る者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、 る者であって、平成十七年九月三十日以前に従来型個室に入所し、

平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、 平成十七年十月一日以後に当該従来型個室を退所するまでの間、

継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、 継続して当該従来型個室へ入所しており、併せて、当該期間中に、

特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないも 特別な居室の提供を受けた事に伴う特別な室料を払っていないも

のが対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦 のが対象となること。ただし、当該者が、当該従来型個室を一旦

退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サー 退所した後、再度、当該従来型個室に入所して介護福祉施設サー

ビスを受ける場合にあっては、注15に規定する措置の対象とはな ビスを受ける場合にあっては、注15に規定する措置の対象とはな

らないこと。 らないこと。

⒅ 栄養マネジメント加算 ⒅ 栄養マネジメント加算について

① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジ ① 栄養ケア・マネジメントは、入所者毎に行われるケアマネジ

メントの一環として行われることに留意すること。 メントの一環として行われることに留意すること。

また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにか また、栄養ケア・マネジメントは、低栄養状態のリスクにか

かわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであ かわらず、原則として入所者全員に対して実施すべきものであ

ること。 ること。

② 施設に常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものである ② 施設に常勤の管理栄養士を一名以上配置して行うものである

こと。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されて こと。なお、調理業務の委託先にのみ管理栄養士が配置されて

いる場合は、当該加算を算定できないこと。 いる場合は、当該加算を算定できないこと。

③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設の栄 ③ 常勤の管理栄養士が、同一敷地内の複数の介護保険施設又は
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養ケア・マネジメントを行う場合は、当該管理栄養士が所属す 地域密着型介護老人福祉施設の栄養ケア・マネジメントを行う

る施設のみ算定できること。 場合は、当該管理栄養士が所属する施設のみ算定できること。

ただし、サテライト型施設を有する介護保険施設（以下この

号において「本体施設」という。）にあっては、次の取扱いと

する。

イ 本体施設に常勤の管理栄養士を一名配置している場合（本

体施設の入所者数とサテライト型施設（一施設に限る。）の

入所者数の合計数に対して配置すべき栄養士の員数が一未満

である場合に限る。）であって、当該管理栄養士が当該サテ

ライト型施設に兼務し、適切に栄養ケア・マネジメントを行

っているときは、当該サテライト型施設においても算定でき

ることとする。

ロ 本体施設に常勤の管理栄養士を二名以上配置している場合

であって、当該管理栄養士がサテライト型施設に兼務し、適

切に栄養ケア・マネジメントを行っているときは、当該サテ

ライト施設（一施設に限る。）においても算定できることと

する。

④ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに ④ 栄養ケア・マネジメントについては、以下のイからトまでに

掲げるとおり、実施すること。 掲げるとおり、実施すること。

イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握する イ 入所者毎の低栄養状態のリスクを、施設入所時に把握する

こと（以下「栄養スクリーニング」という。）。 こと（以下「栄養スクリーニング」という。）。

ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題 ロ 栄養スクリーニングを踏まえ、入所者毎の解決すべき課題

を把握すること（以下「栄養アセスメント」という。）。 を把握すること（以下「栄養アセスメント」という。）。

ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、 ハ 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもと、医師、

管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の 管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄 職種の者が共同して、入所者毎に、栄養補給に関する事項（栄

養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事 養補給量、補給方法等）、栄養食事相談に関する事項（食事

に関する内容の説明等）、解決すべき事項に対し関連職種が に関する内容の説明等）、解決すべき事項に対し関連職種が

共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成 共同して取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成

すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケ すること。また、作成した栄養ケア計画については、栄養ケ

ア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、 ア・マネジメントの対象となる入所者又はその家族に説明し、

その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいて その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいて

は、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に は、栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に

記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代 記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代

えることができるものとすること。 えることができるものとすること。
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ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメン ニ 栄養ケア計画に基づき、入所者毎に栄養ケア・マネジメン

トを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養 トを実施するとともに、栄養ケア計画に実施上の問題（栄養

補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき 補給方法の変更の必要性、関連職種が共同して取り組むべき

事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正す 事項の見直しの必要性等）があれば直ちに当該計画を修正す

ること。 ること。

ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機 ホ 入所者毎の栄養状態に応じて、定期的に、入所者の生活機

能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。そ 能の状況を検討し、栄養状態のモニタリングを行うこと。そ

の際、栄養スクリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状 の際、栄養スクリーニング時に把握した入所者毎の低栄養状

態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を 態のリスクのレベルに応じ、それぞれのモニタリング間隔を

設定し、入所者毎の栄養ケア計画に記載すること。当該モニ 設定し、入所者毎の栄養ケア計画に記載すること。当該モニ

タリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高 タリング間隔の設定に当たっては、低栄養状態のリスクの高

い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管栄養法 い者及び栄養補給方法の変更の必要性がある者（経管栄養法

から経口栄養法への変更等）については、概ね二週間毎、低 から経口栄養法への変更等）については、概ね二週間毎、低

栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行うこ 栄養状態のリスクが低い者については、概ね三月毎に行うこ

と。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも と。なお、低栄養状態のリスクが低い者も含め、少なくとも

月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行 月一回、体重を測定するなど、入所者の栄養状態の把握を行

うこと。 うこと。

ヘ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスク ヘ 入所者毎に、概ね三月を目途として、低栄養状態のリスク

について、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見 について、栄養スクリーニングを実施し、栄養ケア計画の見

直しを行うこと。 直しを行うこと。

ト 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 ト 指定介護老人福祉施設基準第八条に規定するサービスの提

（平成十一年厚生省令第三十九号）第八条に規定するサービ 供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養

スの提供の記録において利用者ごとの栄養ケア計画に従い管 士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当該記録

理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記録する場合は、当 とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者の栄養

該記録とは別に栄養マネジメント加算の算定のために利用者 状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

⑤ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その ⑤ 栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その

同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始する 同意を得られた日から栄養マネジメント加算は算定を開始する

ものとすること。 ものとすること。

⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高 ⑥ 栄養ケア・マネジメントを実施している場合には、個別の高

齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、 齢者の栄養状態に着目した栄養管理が行われるため、検食簿、

喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事 喫食調査結果、入所者の入退所簿及び食料品消費日計等の食事

関係書類（食事せん及び献立表を除く。）、入所者年齢構成表及 関係書類（食事せん及び献立表を除く。）、入所者年齢構成表及

び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。 び給与栄養目標量に関する帳票は、作成する必要がないこと。

⒆ 経口移行加算 ⒆ 経口移行加算について
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① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとす ① 経口移行加算のうち経管栄養から経口栄養に移行しようとす

る者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、 る者に係るものについては、次に掲げるイからハまでの通り、

実施するものとすること。 実施するものとすること。

イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口によ イ 現に経管により食事を摂取している者であって、経口によ

る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、 る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要であるとして、

医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、 医師の指示を受けた者を対象とすること。医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共 管理栄養士、看護師、言語聴覚士、介護支援専門員その他の

同して、経口による食事の摂取を進めるための栄養管理の方 職種の者が共同して、経口による食事の摂取を進めるための

法等を示した経口移行計画を作成すること（ただし、栄養マ 栄養管理の方法等を示した経口移行計画を作成すること（た

ネジメント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア だし、栄養マネジメント加算を算定している入所者にあって

計画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画に は、栄養ケア計画と一体のものとして作成すること。）。また、

ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説明 当該計画については、栄養管理の対象となる入所者又はその

し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにお 家族に説明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サ

いては、経口移行計画に相当する内容を施設サービス計画の ービスにおいては、経口移行計画に相当する内容を施設サー

中に記載する場合は、その記載をもって経口移行計画の作成 ビス計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口移行

に代えることができるものとすること。 計画の作成に代えることができるものとすること。

ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加 ロ 当該計画に基づき、栄養管理を実施すること。経口移行加

算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管に 算の算定期間は、経口からの食事の摂取が可能となり経管に

よる食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間 よる食事の摂取を終了した日までの期間とするが、その期間

は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、百八十 は入所者又はその家族の同意を得た日から起算して、百八十

日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、 日以内の期間に限るものとし、それを超えた場合においては、

原則として当該加算は算定しないこと。 原則として当該加算は算定しないこと。

ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者 ハ 経口による食事の摂取を進めるための栄養管理が、入所者

又はその家族の同意を得られた日から起算して、百八十日を 又はその家族の同意を得られた日から起算して、百八十日を

超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可 超えて実施される場合でも、経口による食事の摂取が一部可

能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口によ 能なものであって、医師の指示に基づき、継続して経口によ

る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合に る食事の摂取を進めるための栄養管理が必要とされる場合に

あっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。 あっては、引き続き当該加算を算定できるものとすること。

ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間毎に受 ただし、この場合において、医師の指示は概ね二週間毎に受

けるものとすること。 けるものとすること。

② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤 ② 経管栄養法から経口栄養法への移行は、場合によっては、誤

嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについ 嚥性肺炎の危険も生じうることから、次のイからハまでについ

て確認した上で実施すること。 て確認した上で実施すること。

イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定し イ 全身状態が安定していること（血圧、呼吸、体温が安定し

ており、現疾患の病態が安定していること。）。 ており、現疾患の病態が安定していること。）。
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ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。 ロ 刺激しなくても覚醒を保っていられること。

ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激 ハ 嚥下反射が見られること（唾液嚥下や口腔、咽頭への刺激

による喉頭挙上が認められること。）。 による喉頭挙上が認められること。）。

ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がな ニ 咽頭内容物を吸引した後は唾液を嚥下しても「むせ」がな

いこと。 いこと。

③ 経口移行加算を百八十日間にわたり算定した後、経口摂取に ③ 経口移行加算を百八十日間にわたり算定した後、経口摂取に

移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行す 移行できなかった場合に、期間を空けて再度経口摂取に移行す

るための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できない るための栄養管理を実施した場合は、当該加算は算定できない

ものとすること。 ものとすること。

⒇ 経口維持加算 ⒇ 経口維持加算について

① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認 ① 経口維持加算のうち、著しい摂食機能障害を有し、誤嚥が認

められる者に係るものについて められる者に係るものについて

イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著し イ 経口維持加算のうち、経管栄養は行われていないが、著し

い摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算 い摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる者（経口維持加算

(Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口維持 (Ⅰ))及び摂食機能障害を有し誤嚥が認められる者（経口維持

加算(Ⅱ)）に係るものについては、次に掲げるａからｄまで 加算(Ⅱ)）に係るものについては、次に掲げるａからｄまで

の通り、実施するものとすること。 の通り、実施するものとすること。

ａ 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂 ａ 経口維持加算(Ⅰ)については、現に経口により食事を摂

取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影 取している者であって、著しい摂食機能障害を有し、造影

撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。 撮影（医科診療報酬点数表中「造影剤使用撮影」をいう。

以下同じ。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉 以下同じ。）又は内視鏡検査（医科診療報酬点数表中「喉

頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）により誤嚥 頭ファイバースコピー」をいう。以下同じ。）により誤嚥

が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）こと が認められる（喉頭侵入が認められる場合を含む。）こと

から、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別 から、継続して経口による食事の摂取を進めるための特別

な管理が必要であるものとして、医師の指示を受けたもの な管理が必要であるものとして、医師又は歯科医師の指示

を対象とすること。 を受けたものを対象とすること。ただし、歯科医師が指示

を行う場合にあっては、当該指示を受ける管理栄養士等が、

対象となる入所者に対する療養のために必要な栄養指導を

行うに当たり、主治の医師の指導を受けている場合に限る

経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂 （以下同じ。）。

取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテス 経口維持加算(Ⅱ)については、現に経口により食事を摂

ト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、 取している者であって、摂食機能障害を有し、水飲みテス

「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診 ト（「氷砕片飲み込み検査」、「食物テスト（food test）」、

法等により誤嚥が認められることから、継続して経口によ 「改訂水飲みテスト」などを含む。以下同じ。）、頸部聴診

る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるもの 法等により誤嚥が認められることから、継続して経口によ
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として、医師の指示を受けたものを対象とすること。 る食事の摂取を進めるための特別な管理が必要であるもの

として、医師又は歯科医師の指示を受けたものを対象とす

ｂ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門 ること。

員その他の職種の者が共同して、継続して経口による食事 ｂ 医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、言語聴覚士、

の摂取を進めるための特別な管理の方法等を示した経口維 介護支援専門員その他の職種の者が共同して、継続して経

持計画を作成すること（ただし、栄養マネジメント加算を 口による食事の摂取を進めるための特別な管理の方法等を

算定している入所者にあっては、栄養ケア計画と一体のも 示した経口維持計画を作成すること（ただし、栄養マネジ

のとして作成すること。）。また、当該計画については、栄 メント加算を算定している入所者にあっては、栄養ケア計

養管理の対象となる入所者又はその家族に説明し、その同 画と一体のものとして作成すること。）。また、当該計画に

意を得ること。なお、介護福祉施設サービスにおいては、 ついては、栄養管理の対象となる入所者又はその家族に説

経口維持計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記 明し、その同意を得ること。なお、介護福祉施設サービス

載する場合は、その記載をもって経口維持計画の作成に代 においては、経口維持計画に相当する内容を施設サービス

えることができるものとすること。 計画の中に記載する場合は、その記載をもって経口維持計

ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。 画の作成に代えることができるものとすること。

「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継 ｃ 当該経口維持計画に基づき、栄養管理を実施すること。

続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂 「特別な栄養管理」とは、入所者の誤嚥を防止しつつ、継

食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算 続して経口による食事の摂取を進めるための食物形態、摂

(Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口に 食方法等における適切な配慮のことをいう。経口維持加算

よる食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当 (Ⅰ)及び経口維持加算(Ⅱ)の算定期間は、継続して経口に

該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師が判断した日 よる食事の摂取を進めるための特別な栄養管理により、当

までの期間とするが、その期間は入所者又はその家族の同 該入所者に誤嚥が認められなくなったと医師又は歯科医師

意を得られた日から起算して百八十日以内の期間に限るも が判断した日までの期間とするが、その期間は入所者又は

のとし、それを超えた場合においては、原則として当該加 その家族の同意を得られた日から起算して百八十日以内の

算は算定しないこと。 期間に限るものとし、それを超えた場合においては、原則

ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して百 として当該加算は算定しないこと。

八十日を超えた場合でも、引き続き、 ｄ 入所者又はその家族の同意を得られた日から起算して百

(a) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は 八十日を超えた場合でも、引き続き、

内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ（喉頭侵 (a) 経口維持加算(Ⅰ)の対象者については、造影撮影又は

入が認められる場合を含む。）、継続して経口による食事 内視鏡検査により、引き続き、誤嚥が認められ（喉頭侵

の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるもの 入が認められる場合を含む。）、継続して経口による食事

として医師の指示がなされ、また、当該特別な栄養管理 の摂取を進めるための特別な栄養管理が必要であるもの

を継続することについての入所者の同意が得られた場合 として医師又は歯科医師の指示がなされ、また、当該特

別な栄養管理を継続することについての入所者の同意が

(b) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、 得られた場合

頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続し (b) 経口維持加算(Ⅱ)の対象者にあっては、水飲みテスト、
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て経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必 頸部聴診法等により引き続き、誤嚥が認められ、継続し

要であるものとして、医師の指示がなされ、また、当該 て経口による食事の摂取を進めるための特別な管理が必

特別な栄養管理を継続することについての入所者の同意 要であるものとして、医師又は歯科医師の指示がなされ、

が得られた場合にあっては、引き続き当該加算を算定で また、当該特別な栄養管理を継続することについての入

きるものとすること。 所者の同意が得られた場合にあっては、引き続き当該加

ただし、(a)又は(b)における医師の指示は、概ね二週 算を算定できるものとすること。

間毎に受けるものとすること。 ただし、(a)又は(b)における医師又は歯科医師の指示

ロ 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師への報 は、概ね一月毎に受けるものとすること。

告等が迅速に行われる体制とすること。 ロ 「管理体制」とは、食事の中止、十分な排痰、医師又は歯

(21) 口腔機能維持管理加算について 科医師への報告等が迅速に行われる体制とすること。

① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設にお (21) 口腔機能維持管理体制加算について

ける入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、 ① 「口腔ケアに係る技術的助言及び指導」とは、当該施設にお

口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管 ける入所者の口腔内状態の評価方法、適切な口腔ケアの手技、

理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり 口腔ケアに必要な物品整備の留意点、口腔ケアに伴うリスク管

必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指 理、その他当該施設において日常的な口腔ケアの実施にあたり

導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画を 必要と思われる事項のうち、いずれかに係る技術的助言及び指

いうものではない。 導のことをいうものであって、個々の入所者の口腔ケア計画を

② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下 いうものではない。

の事項を記載すること。 ② 「入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画」には、以下

イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題 の事項を記載すること。

ロ 当該施設における目標 イ 当該施設において入所者の口腔ケアを推進するための課題

ハ 具体的方策 ロ 当該施設における目標

ニ 留意事項 ハ 具体的方策

ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況 ニ 留意事項

ヘ 歯科医師の指示内容の要点（当該計画の作成にあたっての ホ 当該施設と歯科医療機関との連携の状況

技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。） ヘ 歯科医師からの指示内容の要点（当該計画の作成にあたっ

ト その他必要と思われる事項 ての技術的助言・指導を歯科衛生士が行った場合に限る。）

③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が ト その他必要と思われる事項

算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理加算を算 ③ 医療保険において歯科訪問診療料又は訪問歯科衛生指導料が

定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び 算定された日の属する月であっても口腔機能維持管理体制加算

指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関する を算定できるが、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言

技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又は訪 及び指導又は入所者の口腔ケア・マネジメントに係る計画に関

問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。 する技術的助言及び指導を行うにあたっては、歯科訪問診療又

は訪問歯科衛生指導の実施時間以外の時間帯に行うこと。

(22) 口腔機能維持管理加算について
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① 口腔機能維持管理加算は、歯科医師の指示を受けた歯科衛生

士が口腔機能管理体制加算を算定している施設の入所者に対し

て口腔ケアを実施した場合において、当該利用者ごとに算定す

るものである。

② 当該施設が口腔機能維持管理加算に係るサービスを提供する

場合においては、当該サービスを実施する同一月内において医

療保険による訪問歯科衛生指導の実施の有無を入所者又はその

家族等に確認するとともに、当該サービスについて説明し、そ

の提供に関する同意を得た上で行うこと。また、別紙様式○を

参考として入所者ごとに口腔に関する問題点、歯科医師からの

指示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事

項に係る記録（以下「口腔機能維持管理に関する実施記録」と

いう。）を作成し保管するとともに、その写しを当該入所者に

対して提供すること。

③ 歯科医師の指示を受けて当該施設の入所者に対して口腔ケア

を行う歯科衛生士は、口腔に関する問題点、歯科医師からの指

示内容の要点、口腔ケアの方法及びその他必要と思われる事項

を口腔機能維持管理に関する記録に記入すること。また、当該

歯科衛生士は、入所者の口腔の状態により医療保険における対

応が必要となる場合には、適切な歯科医療サービスが提供され

るよう当該歯科医師及び当該施設の介護職員等への情報提供を

的確に行うこと。

④ 医療保険において歯科訪問診療料が算定された日の属する月

であっても口腔機能維持管理加算を算定できるが、訪問歯科衛

生指導料が算定された日の属する月においては、口腔機能維持

(22) 療養食加算 管理加算を算定しない。

２の⑾を準用する。 (23) 療養食加算について

(23) 看取り介護加算 ２の⑾を準用する。

① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見 (24) 看取り介護加算について

に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人 ① 看取り介護加算は、医師が一般に認められている医学的知見

及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、 に基づき回復の見込みがないと診断した入所者について、本人

随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしな 及び家族とともに、医師、看護職員、介護職員等が共同して、

がら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援するこ 随時本人又はその家族に対して十分な説明を行い、合意をしな

とを主眼として設けたものである。 がら、その人らしさを尊重した看取りができるよう支援するこ

② 「二十四時間の連絡体制」については、⑺④を準用する。 とを主眼として設けたものである。
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③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介 ② 「二十四時間の連絡体制」については、⑺④を準用する。

護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定 ③ 管理者を中心として、生活相談員、介護職員、看護職員、介

められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目と 護支援専門員等による協議の上、「看取りに関する指針」が定

しては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の められていることが必要であり、同指針に盛り込むべき項目と

経過（時期、プロセス毎）の考え方、施設において看取りに際 しては、例えば、当該施設の看取りに関する考え方、終末期の

して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、 経過（時期、プロセス毎）の考え方、施設において看取りに際

本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具 して行いうる医療行為の選択肢、医師や医療機関との連携体制、

体的対応等が考えられる。 本人及び家族との話し合いや同意、意思確認の方法、職員の具

④ 看取り介護加算は、二十三号告示第三十九号に定める基準に 体的対応等が考えられる。

適合する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日 ④ 看取り介護加算は、○号告示第三十九号に定める基準に適合

を含めて三十日を上限として、施設において行った看取り介護 する看取り介護を受けた入所者が死亡した場合に、死亡日を含

を評価するものである。 めて三十日を上限として、施設において行った看取り介護を評

死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在 価するものである。

宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、 死亡前に在宅へ戻ったり、医療機関へ入院したりした後、在

施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日 宅や入院先で死亡した場合でも算定可能であるが、その際には、

から死亡日までの間は、算定することができない。（したがっ 施設において看取り介護を直接行っていない退所した日の翌日

て、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以上あっ から死亡日までの間は、算定することができない。（したがっ

た場合には、看取り介護加算を算定することはできない。） て、退所した日の翌日から死亡日までの期間が三十日以上あっ

⑤ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能 た場合には、看取り介護加算を算定することはできない。）

であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することか ⑤ 施設を退所等した月と死亡した月が異なる場合でも算定可能

ら、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても であるが、看取り介護加算は死亡月にまとめて算定することか

自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、 ら、入所者側にとっては、施設に入所していない月についても

退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に 自己負担を請求されることになるため、入所者が退所等する際、

係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて 退所等の翌月に亡くなった場合に、前月分の看取り介護加算に

同意を得ておくことが必要である。 係る一部負担の請求を行う場合があることを説明し、文書にて

⑥ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医 同意を得ておくことが必要である。

療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の ⑥ 施設は、施設退所等の後も、継続して入所者の家族指導や医

家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者 療機関に対する情報提供等を行うことが必要であり、入所者の

の死亡を確認することが可能である。 家族、入院先の医療機関等との継続的な関わりの中で、入所者

なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医 の死亡を確認することが可能である。

療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施 なお、情報の共有を円滑に行う観点から、施設が入院する医

設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、 療機関等に入所者の状態を尋ねたときに、当該医療機関等が施

本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと 設に対して本人の状態を伝えることについて、施設退所等の際、

が必要である。 本人又は家族に対して説明をし、文書にて同意を得ておくこと

⑦ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院 が必要である。
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又は外泊期間が死亡日以前三十日の範囲内であれば、当該入院 ⑦ 入所者が入退院をし、又は外泊した場合であって、当該入院

又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が 又は外泊期間が死亡日以前三十日の範囲内であれば、当該入院

可能である。 又は外泊期間を除いた期間について、看取り介護加算の算定が

⑧ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を 可能である。

算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう ⑧ 入院若しくは外泊又は退所の当日について看取り介護加算を

かによる。 算定できるかどうかは、当該日に所定単位数を算定するかどう

⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、 かによる。

口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を ⑨ 本人又はその家族に対する随時の説明に係る同意については、

記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で 口頭で同意を得た場合は、介護記録にその説明日時、内容等を

ある。 記載するとともに、同意を得た旨を記載しておくことが必要で

また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に ある。

連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介 また、本人が十分に判断をできる状態になく、かつ、家族に

護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取 連絡しても来てもらえないような場合も、医師、看護職員、介

り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認 護職員等が入所者の状態等に応じて随時、入所者に対する看取

められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。 り介護について相談し、共同して看取り介護を行っていると認

この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保 められる場合には、看取り介護加算の算定は可能である。

されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する この場合には、適切な看取り介護が行われていることが担保

とともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず されるよう、介護記録に職員間の相談日時、内容等を記載する

来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。 とともに、本人の状態や、家族と連絡を取ったにもかかわらず

なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極 来てもらえなかった旨を記載しておくことが必要である。

めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな なお、家族が入所者の看取りについてともに考えることは極

かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の めて重要であり、施設としては、一度連絡を取って来てくれな

意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。 かったとしても、定期的に連絡を取り続け、可能な限り家族の

⑩ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又 意思を確認しながら介護を進めていくことが重要である。

は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保 ⑩ 多床室を有する施設にあっては、看取りを行う際には個室又

が可能となるようにすることが必要である。 は静養室の利用により、プライバシー及び家族への配慮の確保

(24) 在宅復帰支援機能加算 が可能となるようにすることが必要である。

① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所す (25) 在宅復帰支援機能加算について

るに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援 ① 「入所者の家族との連絡調整」とは、入所者が在宅へ退所す

を行うこと。 るに当たり、当該入所者及びその家族に対して次に掲げる支援

退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ を行うこと。

ービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入 退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サ

所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包 ービスについて相談援助を行うこと。また必要に応じ、当該入

括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者 所者の同意を得て退所後の居住地を管轄する市町村及び地域包

の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス 括支援センター又は老人介護支援センターに対して当該入所者
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に必要な情報を提供すること。 の介護状況を示す文書を添えて当該入所者に係る居宅サービス

② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであるこ に必要な情報を提供すること。

と。 ② 本人家族に対する相談援助の内容は次のようなものであるこ

イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援 と。

助 イ 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関する相談援

ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向 助

上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言 ロ 退所する者の運動機能及び日常生活動作能力の維持及び向

ハ 家屋の改善に関する相談援助 上を目的として行う各種訓練等に関する相談助言

ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助 ハ 家屋の改善に関する相談援助

③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠 ニ 退所する者の介助方法に関する相談援助

等の関係書類を整備しておくこと。 ③ 在宅復帰支援機能加算の算定を行った場合は、その算定根拠

(25) 在宅・入所相互利用加算 等の関係書類を整備しておくこと。

① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な (26) 在宅・入所相互利用加算について

限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼とし ① 在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）加算は、可能な

て設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了 限り対象者が在宅生活を継続できるようにすることを主眼とし

に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象 て設けたものであり、施設の介護支援専門員は、入所期間終了

者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供 に当たって、運動機能及び日常生活動作能力その他の当該対象

しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続 者の心身の状況についての情報を在宅の介護支援専門員に提供

を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが しながら、在宅の介護支援専門員とともに、在宅での生活継続

必要である。 を支援する観点から介護に関する目標及び方針を定めることが

② 具体的には、 必要である。

イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所 ② 具体的には、

期間（入所期間については三月を限度とする）について、文 イ 在宅・入所相互利用を開始するに当たり、在宅期間と入所

書による同意を得ることが必要である。 期間（入所期間については三月を限度とする）について、文

ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進 書による同意を得ることが必要である。

める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、 ロ 在宅期間と入所期間を通じて一貫した方針の下に介護を進

在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サ める観点から、施設の介護支援専門員、施設の介護職員等、

ービス事業者等による支援チームをつくること。 在宅の介護支援専門員、在宅期間に対象者が利用する居宅サ

ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所 ービス事業者等による支援チームをつくること。

する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須と ハ 当該支援チームは、必要に応じ随時（利用者が施設に入所

し、概ね一月に一回）カンファレンスを開くこと。 する前及び施設から退所して在宅に戻る前においては必須と

ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は し、概ね一月に一回）カンファレンスを開くこと。

入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方 ニ ハのカンファレンスにおいては、それまでの在宅期間又は

針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又 入所期間における対象者の心身の状況を報告し、目標及び方

は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録する 針に照らした介護の評価を行うとともに、次期の在宅期間又
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こと。 は入所期間における介護の目標及び方針をまとめ、記録する

ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及 こと。

び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形 ホ 施設の介護支援専門員及び在宅の介護支援専門員の機能及

態を定めること。 び役割分担については、支援チームの中で協議して適切な形

③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている 態を定めること。

場合に、対象者の入所期間一日につき三十単位を加算するもの ③ 在宅・入所相互利用加算は、②に適合する介護を行っている

である。 場合に、対象者の入所期間一日につき三十単位を加算するもの

④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利 である。

用するものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個 ④ 在宅・入所相互利用加算は、同一の個室を複数人で交互に利

室、ユニット型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を 用するものであるが、この場合の「個室」とは、ユニット型個

算定している個室的なしつらえを有している居室のいずれでも 室、ユニット型準個室、従来型個室又は準ユニットケア加算を

よいものとする。なお、平成十八年三月三十一日までに多床室 算定している個室的なしつらえを有している居室のいずれでも

を活用して在宅・入所相互利用加算の加算対象となりうる事業 よいものとする。なお、平成十八年三月三十一日までに多床室

を試行的に行っている施設において、同年四月一日以降も多床 を活用して在宅・入所相互利用加算の加算対象となりうる事業

室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合については、当該 を試行的に行っている施設において、同年四月一日以降も多床

加算を算定すること。 室を利用して在宅・入所相互利用を行う場合については、当該

(26) 認知症専門ケア加算について 加算を算定すること。

① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が (27) 認知症専門ケア加算について

認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常 ① 「日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が

生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すもの 認められることから介護を必要とする認知症の者」とは、日常

とする。 生活自立度のランクⅢ、Ⅳ又はＭに該当する入所者を指すもの

② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践 とする。

者等養成事業の実施について」（平成十八年三月三十一日老発 ② 「認知症介護に係る専門的な研修」とは、「認知症介護実践

第〇三三一〇一〇号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介 者等養成事業の実施について」（平成十八年三月三十一日老発

護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成十八年三月 第〇三三一〇一〇号厚生労働省老健局長通知）及び「認知症介

三十一日老計第〇三三一〇〇七号厚生労働省計画課長通知）に 護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成十八年三月

規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。 三十一日老計第〇三三一〇〇七号厚生労働省計画課長通知）に

③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介 規定する「認知症介護実践リーダー研修」を指すものとする。

護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者 ③ 「認知症介護の指導に係る専門的な研修」とは、「認知症介

等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指 護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者

導者研修」を指すものとする。 等養成事業の円滑な運営について」に規定する「認知症介護指

導者研修」を指すものとする。

(28) 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の

障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ
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る。

② 本加算は、在宅で療養を行っている利用者に「認知症の行動

・心理症状」が認められた際に、介護老人福祉施設に一時的に

入所することにより、当該利用者の在宅での療養が継続される

ことを評価するものである。

③ 本加算は、在宅で療養を行っている要介護被保険者に「認知

症の行動・心理症状」が認められ、緊急に介護老人福祉施設へ

の入所が必要であると医師が判断した場合であって、介護支援

専門員、受け入れ施設の職員と連携し、利用者又は家族の同意

の上、当該施設に入所した場合に算定することができる。本加

算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場

合に限り算定できるものとする。この際、当該施設への入所で

はなく、医療機関における対応が必要であると判断される場合

にあっては、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行う

ことにより、適切な医療が受けられるように取り計らう必要が

ある。

④ 本加算は、当該利用者の在宅での療養が継続されることを評

価するものであるため、入所後速やかに退所に向けた施設サー

ビス計画を策定し、当該入所者の「認知症の行動・心理症状」

が安定した際には速やかに在宅復帰が可能となるようにするこ

と。

⑤ 次に掲げる者が、直接、当該施設へ入所した場合には、当該

加算は算定できないものであること。

ａ 病院又は診療所に入院中の者

ｂ 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入院中又

は入所中の者

ｃ 短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生

活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共

同生活介護、短期利用共同生活介護、地域密着型特定施設入

居者生活介護及び地域密着型短期利用特定施設入居者生活介

護を利用中の者

⑥ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し

ておくこと。また、施設も判断を行った医師名、日付及び利用

開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録して

おくこと。
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⑦ 当該加算の算定にあたっては、 個室等、認知症の行動・心理

症状の増悪した者の療養に相応しい設備を整備すること。

⑧ 当該加算は、当該入所者が入所前一月の間に、当該介護老人

福祉施設に入所したことがない場合及び過去一月の間に当該加

算（他サービスを含む）を算定したことがない場合に限り算定

(27) サービス提供体制強化加算について できることとする。

① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。 (29) サービス提供体制強化加算について

② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、 ① ２の⒁①から④まで及び⑥を準用する。

生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤 ② 指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員とは、

務を行う職員を指すものとする。 生活相談員、介護職員、看護職員又は機能訓練指導員として勤

務を行う職員を指すものとする。

(30) 介護職員処遇改善加算について

２の⒂を準用する。

６ 介護保健施設サービス ６ 介護保健施設サービス

⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について ⑴ 所定単位数を算定するための施設基準について

介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看 介護保健施設サービス費の所定単位数を算定するためには、看

護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ 護職員及び介護職員の員数が所定の員数以上配置されることのほ

か、医師、理学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、 か、医師、理学療法士、作業療法士及び介護支援専門員について、

人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施設基準第四 人員基準欠如の状態にないことが必要であること（施設基準第四

十五号）。 十五号）。

⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅰ)（ⅱ）若しくは(ⅳ)又はユニット

型介護保健施設サービス費(Ⅰ)（ⅱ）若しくは(ⅳ)を算定する介

護老人保健施設における介護保健施設サービスについて

３⑴②を準用すること。

⑵ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費 ⑶ 介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくは介護保健施設サービス費

(Ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニッ (Ⅲ)又はユニット型介護保健施設サービス費(Ⅱ)若しくはユニッ

ト型介護保健施設サービス費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以 ト型介護保健施設サービス費(Ⅲ)を算定する介護老人保健施設（以

下この号において「介護療養型老人保健施設」という。）におけ 下この号において「介護療養型老人保健施設」という。）におけ

る介護保健施設サービスについて る介護保健施設サービスについて

① ３⑴②イ及びロを準用すること。 ① ３⑴③イからハまでを準用すること。

② 施設基準第四十五号イ⑵㈡について、「自宅等」とあるのは、 ② 施設基準第四十五号イ⑶㈡について、「自宅等」とあるのは、

自宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施 自宅その他自宅に類する住まいをいうものであり、社会福祉施

設等は含まないものであること。 設等は含まないものであること。

また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健 また、当該基準については、当該施設が介護療養型老人保健

施設への転換以後の新規入所者の実績が十二月に達した時点か 施設への転換以後の新規入所者の実績が十二月に達した時点か
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○ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１８年３月１７日老計発0317001老振
発0317001老老発0317001老健局計画・振興・老人保健課長連盟通知）

（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に

伴う実施上の留意事項について 伴う実施上の留意事項について

第一 届出手続の運用 第一 届出手続の運用

１ 届出の受理 １ 届出の受理

⑴ 届出書類の受取り ⑴ 届出書類の受取り

指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー 指定事業者側から統一的な届出様式及び添付書類により、サー

ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること(ただし、同一の敷地 ビス種類ごとの一件書類の提出を受けること（ただし、同一の敷

内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可と 地内において複数種類のサービス事業を行うときは一括提出も可

する。)。 とする。）。

⑵ 要件審査 ⑵ 要件審査

届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜 届出書類を基に、要件の審査を行い、補正が必要な場合は適宜

補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週 補正を求めること。この要件審査に要する期間は原則として二週

間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること(相手方の補 間以内を標準とし、遅くても概ね一月以内とすること（相手方の

正に要する時間は除く。)。 補正に要する時間は除く。）。

⑶ 届出の受理 ⑶ 届出の受理

要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応 要件を満たしている場合は受理し、要件を充足せず補正にも応

じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。 じない場合は、不受理として一件書類を返戻すること。

⑷ 国保連合会等への通知 ⑷ 国保連合会等への通知

届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体 届出を受理した場合は、その旨を届出者及び国民健康保険団体

連合会(以下「国保連合会」という。)に通知すること。 連合会（以下「国保連合会」という。）に通知すること。

⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期 ⑸ 届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下 届出に係る加算等（算定される単位数が増えるものに限る。以

同じ。)については、適正な支給限度額管理のため、利用者や介護 下同じ。）については、適正な支給限度額管理のため、利用者や

予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎 介護予防支援事業者に対する周知期間を確保する観点から、届出

月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降になされ が毎月十五日以前になされた場合には翌月から、十六日以降にな

た場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。 された場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。

また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者 また、介護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者

生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理 生活介護については、届出に係る加算等については、届出が受理
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された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日であ

場合は当該月)から算定を開始するものとすること。 る場合は当該月）から算定を開始するものとすること。

ただし、平成二十一年四月から算定を開始する加算等の届出に ただし、平成二十四年四月から算定を開始する加算等の届出に

ついては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護 ついては、前記にかかわらず、介護予防訪問通所サービス、介護

予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介 予防居宅療養管理指導に係るもの、介護予防福祉用具貸与及び介

護予防支援に係るものについては、同年三月二十五日以前に、介 護予防支援に係るものについては、同年三月二十五日以前に、介

護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に 護予防短期入所サービス及び介護予防特定施設入居者生活介護に

係るものについては、同年四月一日までになされれば足りるもの 係るものについては、同年四月一日までになされれば足りるもの

とする。介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ とする。介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所リ

ハビリテーションについては、月額定額報酬とされたことから、 ハビリテーションについては、月額定額報酬であることから、月

月途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であ 途中からのサービス開始、月途中でのサービス終了の場合であっ

っても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を ても、原則として、それぞれ計画上に位置づけられた単位数を算

算定することとし、日割り計算は行わない。 定することとし、日割り計算は行わない。

ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、② ただし、月途中に①要介護から要支援に変更となった場合、②

要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転 要支援から要介護に変更となった場合、③同一保険者管内での転

居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。 居等により事業所を変更した場合については、日割り計算による。

また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り また、月途中で要支援度が変更となった場合についても、日割り

計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支 計算により、それぞれの単価を算定するものとする。なお、要支

援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合 援二であった者が、介護予防訪問介護費(Ⅲ)を算定していた場合

であって、月途中に、要支援一に変更となった場合については、 であって、月途中に、要支援一に変更となった場合については、

認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。 認定日以降は介護予防訪問介護費(Ⅱ)を算定することとする。

２ 届出事項の公開 ２ 届出事項の公開

届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者 届出事項については都道府県において閲覧に供するほか、事業者

においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる においても利用料に係る情報として事業所内で掲示することになる

こと。 こと。

３ 届出事項に係る事後調査の実施 ３ 届出事項に係る事後調査の実施

届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後 届出事項については、その内容が適正であるかどうか、適宜事後

的な調査を行うこと。 的な調査を行うこと。

４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場 ４ 事後調査等で届出時点で要件に合致していないことが判明した場

合の届出の取扱い 合の届出の取扱い

① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ ① 事後調査等により、届出時点において要件に合致していないこ

とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該 とが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該

届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該 届出の受理の取消しを行うこと。この場合、取消しによって当該

届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体 届出はなかったことになるため、加算については、当該加算全体

が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し が無効となるものであること。当該届出に関してそれまで受領し
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ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは ていた介護給付費は不当利得になるので返還措置を講ずることは

当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、 当然であるが、不正・不当な届出をした指定事業者に対しては、

厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪 厳正な指導を行い、不正・不当な届出が繰り返し行われるなど悪

質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。 質な場合には、指定の取消しをもって対処すること。

② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る ② また、改善がみられた場合においても、要件に合致するに至る

までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して までは当該加算等は算定しないことはもちろん、要件に合致して

いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場 いないことが判明した時点までに当該加算等が算定されていた場

合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。 合は、不当利得になるので返還措置を講ずること。

５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い ５ 加算等が算定されなくなる場合の届出の取扱い

事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場 事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場

合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに 合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかに

その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定 その旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定

されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないもの

とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい とする。また、この場合において、届出を行わず、当該算定につい

て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は て請求を行った場合は、不正請求となり、支払われた介護給付費は

不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である 不当利得となるので返還措置を講ずることになることは当然である

が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。 が、悪質な場合には指定の取消しをもって対処すること。

６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還 ６ 利用者に対する利用者負担金の過払い分の返還

４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業 ４又は５により不当利得分を市町村へ返還することとなった事業

所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護 所においては、市町村への返還と同時に、返還の対象となった介護

給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ 給付費に係る利用者が支払った利用者負担金の過払い分を、それぞ

れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、 れの利用者に返還金に係る計算書を付して返還すること。その場合、

返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保 返還に当たっては利用者等から受領書を受け取り、施設において保

存しておくこと。 存しておくこと。

第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項 第二 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則 １ 通則

⑴ 算定上における端数処理について ⑴ 算定上における端数処理について

単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算(何 単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何

らかの割合を乗ずる計算に限る。)を行う度に、小数点以下の端数 らかの割合を乗ずる計算に限る。）を行う度に、小数点以下の端

処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整数 数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶えず整

値に割合を乗じていく計算になる。 数値に割合を乗じていく計算になる。

なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合 なお、サービスコードについては、加算等を加えた一体型の合

成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理 成コードとして作成しており、その合成単位数は、既に端数処理

をした単位数（整数値）である。 をした単位数（整数値）である。

⑵ サービス種類相互の算定関係について ⑵ サービス種類相互の算定関係について
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介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共 介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共

同生活介護費を受けている者については、その他の指定介護予防 同生活介護費を受けている間については、その他の指定介護予防

サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る介護給付（介護 サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療

予防居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。 養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、

ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要があ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の提供に必要がある場合に、

る場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してそ 当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護

の他の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用 予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させること

させることは差し支えないものであること。また、介護予防短期 は差し支えないものであること。また、介護予防短期入所生活介

入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者につ 護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介

いては、介護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予 護予防訪問介護費、介護予防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護

防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通 費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防通所介護費及

所介護費及び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防 び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応

認知症対応型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費 型通所介護費及び介護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しな

は算定しないものであること。 いものであること。

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所 なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所

生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について 生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている者について

も算定が可能であること。 も算定が可能であること。

⑶ 退所日等における介護予防サービスの算定について ⑶ 退所日等における介護予防サービス費の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日） 介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）

については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ については、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ ョン費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ

テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サー

ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスでも、機能 ビスは別に算定できるが、介護予防短期入所サービスにおいても

訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）に 機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）

介護予防通所サービスを機械的に組み込むといった介護予防サー に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービ

ビス計画は適正でない。また、入所（入院）当日であっても当該 ス計画は適正でない。なお、入所（入院）当日であっても当該入

入所(入院)前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定で 所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定で

きる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防 きる。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防

通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ 通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった介護予防サ

ービス計画は適正ではない。 ービス計画は適正ではない。

⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合 ⑷ 同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合

の取扱いについて の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す 利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用す

ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問 ることを原則とする。ただし、介護予防訪問介護と介護予防訪問

看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション 看護、又は介護予防訪問介護と介護予防訪問リハビリテーション
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て行われるものであること。 て行われるものであること。

ロ 施設基準第六十四号ロに規定する指定介護予防短期入所生活 ロ 施設基準第六十四号ロに規定する介護予防短期入所生活介護

介護費 費

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が 介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属さない居室（定員が

二人以上のものに限る。）(｢多床室」という。）の利用者に対し 二人以上のものに限る。）(｢多床室」という。）の利用者に対し

て行われるものであること。 て行われるものであること。

ハ 施設基準第六十四号において準用する第八号ハに規定する指 ハ 施設基準第六十四号において準用する第八号ハに規定する介

定介護予防短期入所生活介護費 護予防短期入所生活介護費

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニット 介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニット

に属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁につ に属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁につ

いて、天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）(｢ユ いて、天井との間に一定の隙間が生じているものを除く。）(｢ユ

ニット型個室」という。）の利用者に対して行われるものであ ニット型個室」という。）の利用者に対して行われるものであ

ること。 ること。

ニ 施設基準第六十四号において準用する第八号ニに規定する指 ニ 施設基準第六十四号において準用する第八号ニに規定する介

定介護予防短期入所生活介護費 護予防短期入所生活介護費

介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニ 介護予防短期入所生活介護が、ユニットに属する居室（ユニ

ットに属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁 ットに属さない居室を改修した居室であって、居室を隔てる壁

について、天井との間に一定の隙間が生じているものに限る。） について、天井との間に一定の隙間が生じているものに限る。）

(｢ユニット型準個室」という。）の利用者に対して行われるも (｢ユニット型準個室」という。）の利用者に対して行われるも

のであること。 のであること。

⑵ やむを得ない措置による定員の超過 ⑵ やむを得ない措置による定員の超過

利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用 利用者数が利用定員を超える場合は、原則として定員超過利用

による減算の対象となり、所定単位数の百分の七十を乗じて得た による減算の対象となり、所定単位数の百分の七十を乗じて得た

単位数を算定することとなるが、老人福祉法(昭和三十八年法律第 単位数を算定することとなるが、老人福祉法(昭和三十八年法律第

百三十三号)第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った 百三十三号)第十条の四第一項第三号の規定による市町村が行った

措置(又は同法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った 措置(又は同法第十一条第一項第二号の規定による市町村が行った

措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ))によりやむを得 措置(特別養護老人ホームの空床利用の場合のみ))によりやむを得

ず利用定員を超える場合は、利用定員に百分の百五を乗じて得た ず利用定員を超える場合は、利用定員に百分の百五を乗じて得た

数(利用定員が四十人を超える場合にあっては、利用定員に二を加 数(利用定員が四十人を超える場合にあっては、利用定員に二を加

えて得た数)までは減算が行われないものであること(厚生労働大 えて得た数)までは減算が行われないものであること(厚生労働大

臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並び 臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並び

に通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。 に通所介護費等の算定方法（平成十二年厚生省告示第二十七号。

以下「通所介護費等の算定方法」という。）第十六号イ)。なお、 以下「通所介護費等の算定方法」という。）第十六号イ)。なお、

この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることか この取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることか

ら、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。 ら、速やかに定員超過利用を解消する必要があること。
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⑶ 併設事業所について ⑶ 併設事業所について

① 介護予防サービス基準第百三十二条第四項に規定する併設事 ① 介護予防サービス基準第百三十二条第四項に規定する併設事

業所については、併設型介護予防短期入所生活介護費が算定さ 業所については、併設型介護予防短期入所生活介護費が算定さ

れる(施設基準第四十六号)が、ここでいう併設事業所とは、特 れる(施設基準第四十六号)が、ここでいう併設事業所とは、特

別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、 別養護老人ホーム等と同一敷地内又は隣接する敷地において、

サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホー サービスの提供、夜勤を行う職員の配置等が特別養護老人ホー

ム等と一体的に行われている介護予防短期入所生活介護事業所 ム等と一体的に行われている介護予防短期入所生活介護事業所

を指すものであること。 を指すものであること。

② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定) ② 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)

並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減 並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減

算については、本体施設と一体的に行うものであること。より 算については、本体施設と一体的に行うものであること。より

具体的には、 具体的には、

イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含 イ 指定介護老人福祉施設（地域密着型介護老人福祉施設を含

む。以下⑶及び⑹において同じ。）の併設事業所の場合は、 む。以下⑶及び⑹において同じ。）の併設事業所の場合は、

指定介護老人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介 指定介護老人福祉施設の入所者数と介護予防短期入所生活介

護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤 護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤

を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。指定 を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。介護

介護予防短期入所生活介護事業者が指定短期入所生活介護事 予防短期入所生活介護事業者が短期入所生活介護事業者の指

業者の指定の区分を明確化して指定を受けている場合は、そ 定の区分を明確化して指定を受けている場合は、それぞれの

れぞれの施設の利用者数を合算して算定する。 施設の利用者数を合算して算定する。

併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入 併せて指定を受けている場合にあっては、介護予防短期入

所生活事業及び指定短期入所生活介護事業の利用者数を算定 所生活介護及び短期入所生活介護の利用者数を算定する。

する。

例えば、前年度の平均入所者数七十人の指定介護老人福祉 例えば、前年度の平均入所者数七十人の指定介護老人福祉

施設に前年度の平均利用者数二十人の介護予防短期入所生活 施設に前年度の平均利用者数二十人の介護予防短期入所生活

介護事業所（短期入所生活介護事業を併せて指定されている 介護事業所（短期入所生活介護事業を併せて指定されている

場合）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生 場合）が併設されている場合は、併設型介護予防短期入所生

活介護費(Ⅰ)（三：一の人員配置に対応するもの)を算定する 活介護費(Ⅰ)（三：一の人員配置に対応するもの)を算定する

ために必要な介護職員又は看護職員は合計で三十人であり、 ために必要な介護職員又は看護職員は合計で三十人であり、

必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。 必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。

なお、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設で なお、本体施設が一部ユニット型指定介護老人福祉施設で

あって、併設事業所がユニット型指定介護予防短期入所生活 あって、併設事業所がユニット型介護予防短期入所生活介護

介護事業所である場合は、本体施設のユニット部分と一体的 事業所である場合は、本体施設のユニット部分と一体的な取

な取扱いが行われるものである。また、本体施設が一部ユニ 扱いが行われるものである。また、本体施設が一部ユニット

ット型指定介護老人福祉施設であって、併設事業所が指定介 型指定介護老人福祉施設であって、併設事業所が介護予防短
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護予防短期入所生活介護事業所であってユニット型指定介護 期入所生活介護事業所であってユニット型介護予防短期入所

予防短期入所生活介護事業所でない場合は、本体施設のユニ 生活介護事業所でない場合は、本体施設のユニット部分以外

ット部分以外の部分と一体的な取扱いが行われるものである。 の部分と一体的な取扱いが行われるものである。

ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、 ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、

職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行 職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行

うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それ うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それ

ぞれについて必要となる数の合計数となること。 ぞれについて必要となる数の合計数となること。

③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人 ③ 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人

福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者 福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者

数」には、介護予防短期入所生活介護（短期入所生活介護事業 数」には、介護予防短期入所生活介護（短期入所生活介護事業

を併せて指定されている場合を含む。以下この項において同じ。） を併せて指定されている場合を含む。以下この項において同じ。）

の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定に の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定に

ついては、指定介護老人福祉施設と、併設する介護予防短期入 ついては、指定介護老人福祉施設と、併設する介護予防短期入

所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとす 所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとす

る。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が五十人、併設 る。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が五十人、併設

する介護予防短期入所生活介護の利用者が十人である場合、当 する介護予防短期入所生活介護の利用者が十人である場合、当

該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者 該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者

五十人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上とな 五十人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上とな

り、当該介護予防短期入所生活介護事業所については、看護職 り、当該介護予防短期入所生活介護事業所については、看護職

員の配置は義務ではない。なお、併設の指定介護予防短期入所 員の配置は義務ではない。なお、併設の指定介護予防短期入所

生活介護事業所の定員が二十人以上の場合には、介護予防短期 生活介護事業所の定員が二十人以上の場合には、介護予防短期

入所生活介護事業所において看護職員を一名以上常勤で配置し 入所生活介護事業所において看護職員を一名以上常勤で配置し

なければならないことに留意する。 なければならないことに留意する。

⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について ⑷ 特別養護老人ホームの空床利用について

① 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過 ① 所定単位数の算定(配置すべき職員数の算定)並びに定員超過

利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の 利用、人員基準欠如及び夜勤を行う職員数による所定単位数の

減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行 減算は、常に本体施設である特別養護老人ホームと一体的に行

われるものであること。 われるものであること。

② 注８により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、 ② 注８により、施設基準及び夜勤職員基準を満たす旨の届出は、

本体施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、 本体施設である特別養護老人ホームについて行われていれば、

介護予防短期入所生活介護については行う必要がないこと。 介護予防短期入所生活介護については行う必要がないこと。

⑸ ユニットにおける職員に係る減算について ⑸ ユニットにおける職員に係る減算について

ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準 ユニットにおける職員の員数が、ユニットにおける職員の基準

に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において基準 に満たない場合の減算については、ある月（暦月）において基準

に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな に満たない状況が発生した場合に、その翌々月から基準に満たな
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い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定 い状況が解消されるに至った月まで、入所者全員について、所定

単位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において 単位数が減算されることとする。（ただし、翌月の末日において

基準を満たすに至っている場合を除く。） 基準を満たすに至っている場合を除く。）

⑹ 機能訓練指導員の加算について ⑹ 機能訓練指導員の加算について

注３の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に 注３の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に

従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であ 従事する常勤の機能訓練指導員が配置されることがその要件であ

ることから、併設の介護予防通所介護事業所の機能訓練指導員を ることから、併設の介護予防通所介護事業所の機能訓練指導員を

兼務している者については、たとえ常勤の職員であったとしても 兼務している者については、たとえ常勤の職員であったとしても

加算の算定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用 加算の算定要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用

者数(指定介護老人福祉施設に併設される介護予防短期入所生活介 者数(指定介護老人福祉施設に併設される介護予防短期入所生活介

護事業所又は空床利用型の介護予防短期入所生活介護事業所にお 護事業所又は空床利用型の介護予防短期入所生活介護事業所にお

いてはその本体施設の入所者数を含む。）が百人を超える場合で いてはその本体施設の入所者数を含む。）が百人を超える場合で

あって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配 あって、別に専ら当該業務に従事する常勤の機能訓練指導員が配

置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常 置されているときは、その他の機能訓練指導員については、「常

勤換算方法で利用者の数を百で除した数以上」という基準を満た 勤換算方法で利用者の数を百で除した数以上」という基準を満た

す限りにおいて、併設の介護予防通所介護事業所の機能訓練指導 す限りにおいて、併設の介護予防通所介護事業所の機能訓練指導

員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数百人の指定介 員を兼務して差し支えないこと。例えば、入所者数百人の指定介

護老人福祉施設に併設される利用者数二十人の介護予防短期入所 護老人福祉施設に併設される利用者数二十人の介護予防短期入所

生活介護事業所において、二人の常勤の機能訓練指導員がいて、 生活介護事業所において、二人の常勤の機能訓練指導員がいて、

そのうちの一人が指定介護老人福祉施設及び指定介護予防短期入 そのうちの一人が指定介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生

所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合にあっ 活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合にあっては、

ては、もう一人の機能訓練指導員は、勤務時間の五分の一だけ指 もう一人の機能訓練指導員は、勤務時間の五分の一だけ指定介護

定介護老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護事業所の機能 老人福祉施設及び介護予防短期入所生活介護事業所の機能訓練指

訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の介護予防通所 導員の業務に従事し、その他の時間は併設の介護予防通所介護事

介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、介護予防 業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、介護予防通所介

通所介護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービス 護、介護予防短期入所生活介護及び介護福祉施設サービスの機能

の機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。 訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。

⑺ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について ⑺ 認知症行動・心理症状緊急対応加算について

① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の ① 「認知症の行動・心理症状」とは、認知症による認知機能の

障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ 障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指すものであ

る。 る。

② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、 ② 本加算は、利用者に「認知症の行動・心理症状」が認められ、

緊急に指定介護予防短期入所生活介護が必要であると医師が判 緊急に介護予防短期入所生活介護が必要であると医師が判断し

断した場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員 た場合であって、介護支援専門員、受け入れ事業所の職員と連

と連携し、利用者又は家族の同意の上、指定介護予防短期入所 携し、利用者又は家族の同意の上、介護予防短期入所生活介護
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生活介護の利用を開始した場合に算定することができる。本加 の利用を開始した場合に算定することができる。本加算は医師

算は医師が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場 が判断した当該日又はその次の日に利用を開始した場合に限り

合に限り算定できるものとする。 算定できるものとする。

この際、介護予防短期入所生活介護ではなく、医療機関にお この際、介護予防短期入所生活介護ではなく、医療機関にお

ける対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに ける対応が必要であると判断される場合にあっては、速やかに

適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医 適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことにより、適切な医

療が受けられるように取り計らう必要がある。 療が受けられるように取り計らう必要がある。

③ 次に掲げる者が、直接、介護予防短期入所生活介護の利用を ③ 次に掲げる者が、直接、介護予防短期入所生活介護の利用を

開始した場合には、当該加算は算定できないものであること。 開始した場合には、当該加算は算定できないものであること。

ａ 病院又は診療所に入院中の者 ａ 病院又は診療所に入院中の者

ｂ 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入 ｂ 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防特定施設入

居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入 居者生活介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入

所療養介護及び介護予防短期利用共同生活介護を利用中の者 所療養介護及び介護予防短期利用共同生活介護を利用中の者

④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し ④ 判断を行った医師は診療録等に症状、判断の内容等を記録し

ておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利 ておくこと。また、事業所も判断を行った医師名、日付及び利

用開始に当たっての留意事項等を介護予防サービス計画書に記 用開始に当たっての留意事項等を介護予防サービス計画書に記

録しておくこと。 録しておくこと。

⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知 ⑤ 七日を限度として算定することとあるのは、本加算が「認知

症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初 症の行動・心理症状」が認められる利用者を受け入れる際の初

期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後八日目 期の手間を評価したものであるためであり、利用開始後八日目

以降の介護予防短期入所共同生活介護の利用の継続を妨げるも 以降の介護予防短期入所共同生活介護の利用の継続を妨げるも

のではないことに留意すること。 のではないことに留意すること。

⑻ 若年性認知症利用者受入加算について ⑻ 若年性認知症利用者受入加算について

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、そ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を定め、そ

の者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供 の者を中心に、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供

を行うこと。 を行うこと。

⑼ 療養食加算 ⑼ 療養食加算

① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の ① 療養食の加算については、利用者の病状等に応じて、主治の

医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食 医師より利用者に対し疾患治療の直接手段として発行された食

事せんに基づき、二十三号告示に示された療養食が提供された 事せんに基づき、○号告示に示された療養食が提供された場合

場合に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の に算定すること。なお、当該加算を行う場合は、療養食の献立

献立表が作成されている必要があること。 表が作成されている必要があること。

② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医 ② 加算の対象となる療養食は、疾病治療の直接手段として、医

師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病 師の発行する食事せんに基づいて提供される利用者の年齢、病

状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎 状等に対応した栄養量及び内容を有する治療食（糖尿病食、腎
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臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓 臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く。）、貧血食、膵臓

病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうも 病食、脂質異常症食、痛風食及び特別な場合の検査食をいうも

のであること。 のであること。

③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を ③ 前記の療養食の摂取の方法については、経口又は経管の別を

問わないこと。 問わないこと。

④ 減塩食療法等について ④ 減塩食療法等について

心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準 心臓疾患等に対して減塩食療法を行う場合は、腎臓病食に準

じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減 じて取り扱うことができるものであるが、高血圧症に対して減

塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。 塩食療法を行う場合は、加算の対象とはならないこと。

また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の また、腎臓病食に準じて取り扱うことができる心臓疾患等の

減塩食については、総量六・〇ｇ未満の減塩食をいうこと。た 減塩食については、総量六・〇ｇ未満の減塩食をいうこと。

だし、平成二十一年九月三十日までの間は、従前の総量七・〇

ｇ以下の減塩食でも認めるものとすること。

⑤ 肝臓病食について ⑤ 肝臓病食について

肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食 肝臓病食とは、肝庇護食、肝炎食、肝硬変食、閉鎖性黄疸食

（胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をい （胆石症及び胆嚢炎による閉鎖性黄疸の場合を含む。）等をい

うこと。 うこと。

⑥ 胃潰瘍食について ⑥ 胃潰瘍食について

十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えな 十二指腸潰瘍の場合も胃潰瘍食として取り扱って差し支えな

いこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としない いこと。手術前後に与える高カロリー食は加算の対象としない

が、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる が、侵襲の大きな消化管手術の術後において胃潰瘍食に準ずる

食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、 食事を提供する場合は、療養食の加算が認められること。また、

クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している クローン病、潰瘍性大腸炎等により腸管の機能が低下している

入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱っ 入所者等に対する低残さ食については、療養食として取り扱っ

て差し支えないこと。 て差し支えないこと。

⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について ⑦ 貧血食の対象者となる入所者等について

療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血 療養食として提供される貧血食の対象となる入所者等は、血

中ヘモグロビン濃度が十ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の 中ヘモグロビン濃度が十ｇ／dl以下であり、その原因が鉄分の

欠乏に由来する者であること。 欠乏に由来する者であること。

⑧ 高度肥満症に対する食事療法について ⑧ 高度肥満症に対する食事療法について

高度肥満症（肥満度が＋七十％以上又はＢＭＩ（Body Mass I 高度肥満症（肥満度が＋七十％以上又はＢＭＩ（Body Mass I

ndex）が三十五以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異 ndex）が三十五以上）に対して食事療法を行う場合は、脂質異

常症食に準じて取り扱うことができること。 常症食に準じて取り扱うことができること。

⑨ 特別な場合の検査食について ⑨ 特別な場合の検査食について

特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・ 特別な場合の検査食とは、潜血食をいう他、大腸Ｘ線検査・
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大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用し 大腸内視鏡検査のために特に残さの少ない調理済食品を使用し

た場合は「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えな た場合は「特別な場合の検査食」として取り扱って差し支えな

いこと。 いこと。

⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について ⑩ 脂質異常症食の対象となる入所者等について

療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等 療養食として提供される脂質異常症食の対象となる入所者等

は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が一四 は、空腹時定常状態におけるＬＤＬ―コレステロール値が一四

十㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が四十㎎ 十㎎／dl以上である者又はＨＤＬ―コレステロール値が四十㎎

／dl未満若しくは血清中性脂肪値が一五十㎎／dl以上である者 ／dl未満若しくは血清中性脂肪値が一五十㎎／dl以上である者

であること。 であること。

⑽ サービス提供体制強化加算について ⑽ サービス提供体制強化加算について

① ３⑷④から⑥まで並びに４⒄②及び③を参照のこと。なお、 ① ３⑺④から⑥まで並びに４⒅②及び③を参照のこと。なお、

この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所 この場合の介護職員に係る常勤換算にあっては、利用者・入所

者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務 者への介護業務（計画作成等介護を行うに当たって必要な業務

は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に は含まれるが、請求事務等介護に関わらない業務を除く。）に

従事している時間について行っても差し支えない。 従事している時間について行っても差し支えない。

② 指定介護予防短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員 ② 介護予防短期入所生活介護を利用者に直接提供する職員とは、

とは、生活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員と 生活相談員、介護職員、看護職員及び機能訓練指導員として勤

して勤務を行う職員を指すものとする。 務を行う職員を指すものとする。

⑾ 介護職員処遇改善加算の取扱い

２⑻を参照のこと。

９ 介護予防短期入所療養介護費 ９ 介護予防短期入所療養介護費

⑴ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護 ⑴ 介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護

① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するた ① 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費を算定するた

めの基準について めの基準について

この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設 この場合の介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設

の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定単 の空きベッドを利用して行われるものであることから、所定単

位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準 位数の算定（職員の配置数の算定）、定員超過利用・人員基準

欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・夜勤体制による所 欠如（介護支援専門員に係るものを除く。）・夜勤体制による所

定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健 定単位数の減算及び認知症ケア加算については、介護老人保健

施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであるこ 施設の本体部分と常に一体的な取扱いが行われるものであるこ

と。したがって、緊急時施設療養費については、四十号通知の と。したがって、緊急時施設療養費については、四十号通知の

６の(22)を準用すること。また、注10により、施設基準及び夜勤 ６の(26)を準用すること。また、注10により、施設基準及び夜勤

職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である介護 職員の基準を満たす旨の届出については、本体施設である介護

老人保健施設について行われていれば、介護予防短期入所療養 老人保健施設について行われていれば、介護予防短期入所療養

介護については行う必要がないこと。 介護については行う必要がないこと。
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② 介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費(Ⅰ)の介護老

人保健施設介護予防短期入所療養介護費(ⅱ)又は(ⅳ)を算定す

る介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護につい

て

イ 所定単位数の算定区分について

当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護

について、適用すべき所定単位数の算定区分については、月

の末日において、それぞれの算定区分に係る施設基準を満た

さない場合は、当該施設基準を満たさなくなった月の翌々月

に変更の届出を行い、当該月から、介護老人保健施設介護予

防短期入所療養介護費（Ⅰ）の介護老人保健施設介護予防短

期入所療養介護費（ⅰ）若しくは（ⅲ）又はユニット型介護

老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）のユニット

型介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（ⅰ）若し

くは（ⅲ）を算定することとなる。（ただし、翌月の末日に

おいて当該施設基準を満たしている場合を除く。）

ロ 当該介護老人保健施設における介護予防短期入所療養介護

に係る施設基準について

ａ 施設基準第六十七号において準用する第十二号イ⑵㈠の

基準における理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士（以

下この項において「理学療法士等」という。）の適切な配

置とは、理学療法士等と医師、看護職員、支援相談員、栄

養士、介護支援専門員等が協力して在宅復帰に向けた施設

サービス計画を策定できる体制を整備していることをいう。

ｂ 施設基準第六十七号において準用する第十二号イ⑵㈡の

基準における在宅とは、自宅その他自宅に類する住まいで

ある有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム及びサ

ービス付き高齢者向け住宅等を含むものである。なお、当

該施設から退所した入所者の総数には、介護予防短期入所

療養介護の利用者は含まない。

ｃ 施設基準第六十七号において準用する第十二号イ⑵㈢の

基準において、三十・四を当該施設の入所者の平均在所日

数で除して得た数については、小数点以下は切り上げるこ

ととし、介護予防短期入所療養介護の利用者を含まないも

のとする。また、平均在所日数ついては 、直近三月間の数
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2

の 施 設 を 介 護 老 人 保 健 施 設 、 軽 費 老 人 ホ ー ム そ の 他 の 要 介 護 者 、 所 の 施 設 を 介 護 老 人 保 健 施 設 、 軽 費 老 人 ホ ー ム そ の 他 の 要 介 護 者

要 支 援 者 そ の 他 の 者 を 入 所 又 は 入 居 さ せ る た め の 施 設 の 用 に 供 す 、 要 支 援 者 そ の 他 の 者 を 入 所 又 は 入 居 さ せ る た め の 施 設 の 用 に 供

る こ と を い う 。 ） し 、 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を 開 設 し よ う と す る す る こ と を い う 。 ） し 、 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を 開 設 し よ う と す

場 合 に お い て 、 当 該 転 換 に 係 る 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 に つ い て は 、 る 場 合 に お い て 、 当 該 転 換 に 係 る 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 に つ い て は

第 三 条 第 一 項 第 七 号 イ の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 基 、 第 三 条 第 一 項 第 七 号 イ の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 に 掲 げ る

準 の い ず れ か に 適 合 す る も の と す る 。 基 準 の い ず れ か に 適 合 す る も の と す る 。

一 ・ 二 （ 略 ） 一 ・ 二 （ 略 ）

第 九 条 一 般 病 床 、 精 神 病 床 若 し く は 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 の 一 般 第 九 条 一 般 病 床 、 精 神 病 床 若 し く は 療 養 病 床 を 有 す る 病 院 の 一 般

病 床 、 精 神 病 床 若 し く は 療 養 病 床 又 は 一 般 病 床 若 し く は 療 養 病 床 病 床 、 精 神 病 床 若 し く は 療 養 病 床 又 は 一 般 病 床 若 し く は 療 養 病 床

を 有 す る 診 療 所 の 一 般 病 床 若 し く は 療 養 病 床 を 平 成 三 十 年 三 月 三 を 有 す る 診 療 所 の 一 般 病 床 若 し く は 療 養 病 床 を 平 成 二 十 四 年 三 月

十 一 日 ま で の 間 に 転 換 （ 当 該 病 院 の 一 般 病 床 、 精 神 病 床 若 し く は 三 十 一 日 ま で の 間 に 転 換 （ 当 該 病 院 の 一 般 病 床 、 精 神 病 床 若 し く

療 養 病 床 又 は 当 該 診 療 所 の 一 般 病 床 若 し く は 療 養 病 床 の 病 床 数 を は 療 養 病 床 又 は 当 該 診 療 所 の 一 般 病 床 若 し く は 療 養 病 床 の 病 床 数

減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 施 設 を 介 護 老 人 保 健 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院 又 は 診 療 所 の 施 設 を 介 護 老 人 保

施 設 、 軽 費 老 人 ホ ー ム そ の 他 の 要 介 護 者 、 要 支 援 者 そ の 他 の 者 を 健 施 設 、 軽 費 老 人 ホ ー ム そ の 他 の 要 介 護 者 、 要 支 援 者 そ の 他 の 者

入 所 又 は 入 居 さ せ る た め の 施 設 の 用 に 供 す る こ と を い う 。 ） し 、 を 入 所 又 は 入 居 さ せ る た め の 施 設 の 用 に 供 す る こ と を い う 。 ） し

指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を 開 設 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 第 三 条 、 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 を 開 設 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 第 三

第 一 項 第 八 号 及 び 第 四 十 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 条 第 一 項 第 八 号 及 び 第 四 十 条 第 一 項 第 四 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、

該 転 換 に 係 る 廊 下 の 幅 に つ い て は 、 一 ・ 二 メ ー ト ル 以 上 と す る 。 当 該 転 換 に 係 る 廊 下 の 幅 に つ い て は 、 一 ・ 二 メ ー ト ル 以 上 と す る

た だ し 、 中 廊 下 の 幅 は 、 一 ・ 六 メ ー ト ル 以 上 と す る 。 。 た だ し 、 中 廊 下 の 幅 は 、 一 ・ 六 メ ー ト ル 以 上 と す る 。

1

○ 指 定 介 護 老 人 福 祉 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 （ 平 成 十 一 年 厚 生 省 令 第 三 十 九 号 ） （ 抄 ）

（ 傍 線 の 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 案 現 行

附 則 附 則

第 七 条 一 般 病 床 、 精 神 病 床 （ 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 第 七 条 一 般 病 床 、 精 神 病 床 （ 介 護 保 険 法 施 行 令 （ 平 成 十 年 政 令 第

（ 平 成 十 八 年 法 律 第 八 十 三 号 ） 附 則 第 百 三 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 四 百 十 二 号 ） 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 病 床 に 係 る も の に 限 る 。 以

に よ り な お そ の 効 力 を 有 す る も の と さ れ た 介 護 保 険 法 施 行 令 （ 平 下 こ の 条 及 び 附 則 第 九 条 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 療 養 病 床 を 有 す る

成 十 年 政 令 第 四 百 十 二 号 ） 第 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 病 床 に 係 る も 病 院 の 一 般 病 床 、 精 神 病 床 又 は 療 養 病 床 を 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十

の に 限 る 。 以 下 こ の 条 及 び 附 則 第 九 条 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 療 養 一 日 ま で の 間 に 転 換 （ 当 該 病 院 の 一 般 病 床 、 精 神 病 床 又 は 療 養 病

病 床 を 有 す る 病 院 の 一 般 病 床 、 精 神 病 床 又 は 療 養 病 床 を 平 成 三 十 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院 の 施 設 を 介 護 老 人 保

年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 転 換 （ 当 該 病 院 の 一 般 病 床 、 精 神 病 床 健 施 設 、 軽 費 老 人 ホ ー ム （ 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 法 律 第 百 三

又 は 療 養 病 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 病 院 の 施 設 を 十 三 号 ） 第 二 十 条 の 六 に 規 定 す る 軽 費 老 人 ホ ー ム を い う 。 以 下 同

介 護 老 人 保 健 施 設 、 軽 費 老 人 ホ ー ム （ 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 三 十 八 年 じ 。 ） そ の 他 の 要 介 護 者 、 要 支 援 者 そ の 他 の 者 を 入 所 又 は 入 居 さ

法 律 第 百 三 十 三 号 ） 第 二 十 条 の 六 に 規 定 す る 軽 費 老 人 ホ ー ム を い せ る た め の 施 設 の 用 に 供 す る こ と を い う 。 ） し 、 指 定 介 護 老 人 福

う 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 の 要 介 護 者 、 要 支 援 者 そ の 他 の 者 を 入 所 祉 施 設 を 開 設 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 転 換 に 係 る 食 堂 及

又 は 入 居 さ せ る た め の 施 設 の 用 に 供 す る こ と を い う 。 ） し 、 指 定 び 機 能 訓 練 室 に つ い て は 、 第 三 条 第 一 項 第 七 号 イ の 規 定 に か か わ

介 護 老 人 福 祉 施 設 を 開 設 し よ う と す る 場 合 に お い て 、 当 該 転 換 に ら ず 、 食 堂 は 、 一 平 方 メ ー ト ル に 入 所 定 員 を 乗 じ て 得 た 面 積 以 上

係 る 食 堂 及 び 機 能 訓 練 室 に つ い て は 、 第 三 条 第 一 項 第 七 号 イ の 規 を 有 し 、 機 能 訓 練 室 は 、 四 十 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 面 積 を 有 し な け

定 に か か わ ら ず 、 食 堂 は 、 一 平 方 メ ー ト ル に 入 所 定 員 を 乗 じ て 得 れ ば な ら な い 。 た だ し 、 食 事 の 提 供 又 は 機 能 訓 練 を 行 う 場 合 に お

た 面 積 以 上 を 有 し 、 機 能 訓 練 室 は 、 四 十 平 方 メ ー ト ル 以 上 の 面 積 い て 、 当 該 食 事 の 提 供 又 は 機 能 訓 練 に 支 障 が な い 広 さ を 確 保 す る

を 有 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 食 事 の 提 供 又 は 機 能 訓 練 を 行 こ と が で き る と き は 、 同 一 の 場 所 と す る こ と が で き る も の と す る 。

う 場 合 に お い て 、 当 該 食 事 の 提 供 又 は 機 能 訓 練 に 支 障 が な い 広 さ

を 確 保 す る こ と が で き る と き は 、 同 一 の 場 所 と す る こ と が で き る

も の と す る 。

第 八 条 一 般 病 床 又 は 療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 の 一 般 病 床 又 は 療 養 第 八 条 一 般 病 床 又 は 療 養 病 床 を 有 す る 診 療 所 の 一 般 病 床 又 は 療 養

病 床 を 平 成 三 十 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 転 換 （ 当 該 診 療 所 の 一 病 床 を 平 成 二 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 転 換 （ 当 該 診 療 所 の

般 病 床 又 は 療 養 病 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 診 療 所 一 般 病 床 又 は 療 養 病 床 の 病 床 数 を 減 少 さ せ る と と も に 、 当 該 診 療
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- 1 -

○ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について（平成１２年３月１７日老企第４３号 厚生省老人保健福祉局企画課長通知）
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

〔目次〕 〔目次〕

（略） （略）

第一・二 （略） 第一・二 （略）

第三 設備に関する基準（基準省令第三条） 第三 設備に関する基準（基準省令第三条）

１～３ （略） １～３ （略）

４ 経過措置等（基準省令附則第四条、第五条、第七条、第八条、第 ４ 経過措置等（基準省令附則第四条、第五条、第七条、第八条、第

九条） 九条）

設備に関する基準については、以下の経過措置等が設けられてい 設備に関する基準については、以下の経過措置等が設けられてい

るので留意すること。 るので留意すること。

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略）

⑷ 病院の療養病床転換による食堂及び機能訓練室に関する基準の ⑷ 病院の療養病床転換による食堂及び機能訓練室に関する基準の

緩和 緩和

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟 る病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟

を平成二十四年三月三十一日までの間に転換し、指定介護老人福 を平成三十年三月三十一日までの間に転換し、指定介護老人福祉

祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂の 施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂の面

面積は、入所者一人当たり一平方メートル以上を有し、機能訓練 積は、入所者一人当たり一平方メートル以上を有し、機能訓練室

室の面積は、四十平方メートル以上であればよいこととする。た の面積は、四十平方メートル以上であればよいこととする。ただ

だし、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の し、食事の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提

提供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるとき 供又は機能訓練に支障がない広さを確保することができるときは、

は、同一の場所とすることができるものとする。（附則第七条） 同一の場所とすることができるものとする。（附則第七条）

⑸ 診療所の療養病床転換による食堂及び機能訓練室に関する基準 ⑸ 診療所の療養病床転換による食堂及び機能訓練室に関する基準

の緩和 の緩和

一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般病床又は療養病床

を平成二十四年三月三十一日までの間に転換し、指定介護老人福 を平成三十年三月三十一日までの間に転換し、指定介護老人福祉

祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及 施設を開設しようとする場合において、当該転換に係る食堂及び

び機能訓練室については、次の基準のいずれかに適合するもので 機能訓練室については、次の基準のいずれかに適合するものであ

あればよいこととする。（附則第八条） ればよいこととする。（附則第八条）

一・二 （略） 一・二 （略）

- 2 -

⑹ 病院及び診療所の療養病床転換による廊下幅に関する基準の緩 ⑹ 病院及び診療所の療養病床転換による廊下幅に関する基準の緩

和 和

一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す 一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟を有す

る病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟 る病院の一般病床、療養病床若しくは老人性認知症疾患療養病棟

又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しく 又は一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一般病床若しく

は療養病床を平成二十四年三月三十一日までの間に転換し、指定 は療養病床を平成三十年三月三十一日までの間に転換し、指定介

介護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に 護老人福祉施設を開設しようとする場合において、当該転換に係

係る廊下の幅については、内法による測定で、一・二メートル以 る廊下の幅については、内法による測定で、一・二メートル以上

上であればよいこととする。ただし、中廊下の幅は、内法による であればよいこととする。ただし、中廊下の幅は、内法による測

測定で、一・六メートル以上であればよいこととする。なお、廊 定で、一・六メートル以上であればよいこととする。なお、廊下

下の幅は、壁から測定した幅でよいこととする。（附則第九条） の幅は、壁から測定した幅でよいこととする。（附則第九条）

第四 運営に関する基準 第四 運営に関する基準

１～15 （略） １～15 （略）

16 健康管理 16 健康管理

⑴ 基準省令第十八条第一項は、健康管理が、医師及び看護職員の 基準省令第十八条は、健康管理が、医師及び看護職員の業務であ

業務であることを明確にしたものである。 ることを明確にしたものである。

⑵ 基準省令第十八条第二項で定める定期健康診断などの状況につ

いては、その入所者の老人保健法（昭和五十七年法律第八十号）

の健康手帳の所要の記入欄に、健康診断の状況や健康管理上特記

する必要がある事項を記載するものとする。これらは、医療を受

けた場合や在宅に復帰した後に指定介護老人福祉施設での入所者

の健康管理状況を把握できるようにすることをねらいとしている

ものである。

17～32 （略） 17～32 （略）

第五 （略） 第五 （略）
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４ その他の事項４ その他の事項４ その他の事項４ その他の事項

（１）指定介護老人福祉施設及び（介護予防）短期入所生活介護事業所に関する申請等各（１）指定介護老人福祉施設及び（介護予防）短期入所生活介護事業所に関する申請等各（１）指定介護老人福祉施設及び（介護予防）短期入所生活介護事業所に関する申請等各（１）指定介護老人福祉施設及び（介護予防）短期入所生活介護事業所に関する申請等各

種手続関係種手続関係種手続関係種手続関係

①指定、更新申請及び体制届に係る添付書類に係る留意事項①指定、更新申請及び体制届に係る添付書類に係る留意事項①指定、更新申請及び体制届に係る添付書類に係る留意事項①指定、更新申請及び体制届に係る添付書類に係る留意事項

ア．報酬改定に係る添付書類等について

今回の報酬改定に係る体制届の添付書類等＜暫定版＞については３月１９日（月）

にホームページにアップする予定ですので、平成２４年４月１日以降の報酬算定に

係る体制届については、当該様式を使用してください。

イ. 「勤務形態一覧表」の作成上の留意点について（お願い）

指定申請、更新申請等の際に添付していただく「勤務形態一覧表」については、

データ処理（ＯＣＲによる処理等）の都合上、様式を見直しましたので、今後（平

成２４年３月１９日以降）は新様式に必要事項を入力したもの（手書きでないもの）

を出力（印刷）したものにより、各種手続をお願いします。→ 別添資料有り

なお、記載上の詳しい留意事項等は様式中に記載しています。

※「新規」と「更新・変更」の様式は異なりますので留意してください。

② 社会福祉主事任用資格の確認等について② 社会福祉主事任用資格の確認等について② 社会福祉主事任用資格の確認等について② 社会福祉主事任用資格の確認等について

通所介護事業所、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の生活相談員については、

社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格者を岡山県では認めているところ

です。

このうち社会福祉主事任用資格者については、大学（短期大学、大学院含む。）を卒

業（終了）し、厚生労働大臣の指定する科目を３科目以上修めて卒業した「三科目主事」

について以下の点に留意してください。

・ 平成12年度以降は、別添の指定科目名称以外であっても指定科目として認められる

範囲（「読替え」と呼称）が規定されました。この読替えの範囲としてあげられている

科目名と同じ名称の科目を履修されていれば、この場合も指定科目を履修したこととな

ります。（平成12年度より前の卒業者には読替えは適用されません）

・ 読替等については厚生労働省ＨＰを参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/shakai-kaigo-fukushi8.html

・ 指定科目を学校独自の名称で開講したいという要望があった場合、学校より厚生労

働省宛てに申請をし、条件を満たしているものについては指定科目として認める制度が

平成12年度より運用されています（開講前に申請があったものに限ります）。この個別

の承認については、卒業された学校にご確認ください。

・ 「三科目主事」の資格証を提出する場合は、極力、別添の社会福祉主事任用資格に

関する科目の修得証明書を添付してください。（大学が同様のものを発行している場合

は、この様式でなくても可）

・ 平成２４年４月１日に指定等権限を移譲する岡山市、倉敷市、新見市については、

通所介護事業所、特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の生活相談員の就任可能と

なる資格要件について、各市において定めることとなるので、権限移譲後は事業所・施

設の所在地の各市へ照会ください。

・ 地域密着型認知症対応型通所介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の

生活相談員に就任可能な資格要件については、指定権を持つ各市町村が定めるため、事

業所所在地の各市町村へ照会ください。

当該資格の取得証明を提出する場合は、別添の県参考様式によることとしてください。

→ 別添資料有り

65



③岡山県福祉のまちづくり条例について③岡山県福祉のまちづくり条例について③岡山県福祉のまちづくり条例について③岡山県福祉のまちづくり条例について

特別養護老人ホーム（指定介護老人福祉施設）は、岡山県福祉のまちづくり条例第

2条第4号に規定する「特定生活関連施設」に該当するため、新築等（新設、増築若

しくは増設又は改築）、用途変更、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第14号に

規定する大規模の修繕又は同条第15号に規定する大規模の模様替の際は、届出、協

議が必要です。

本件の詳細については、各県民局建設部管理課建築指導班（又は県庁土木部都市

局建築指導課街づくり推進班）、岡山市、玉野市、笠岡市、総社市又は新見市の担当

課へ問い合わせのこと。なお、倉敷市内の建物（建設予定を含む）は、「倉敷市福祉

のまちづくり条例」、津山市内の建物（建設予定を含む）は、「津山市人にやさしいま

ちづくり条例」が適用されるため、倉敷市、津山市についても、担当課へ問い合わせ

のこと。→ 協議・届出先資料（別添）

また、建築物関連の各関係法担当部署には、事前に各協議を行ってください。

（２）権限移譲に伴う所管の変更について（２）権限移譲に伴う所管の変更について（２）権限移譲に伴う所管の変更について（２）権限移譲に伴う所管の変更について

共通資料 P３８ 参照共通資料 P３８ 参照共通資料 P３８ 参照共通資料 P３８ 参照

（３）ショートステイ床の特例利用に係る届出・報告の廃止について（３）ショートステイ床の特例利用に係る届出・報告の廃止について（３）ショートステイ床の特例利用に係る届出・報告の廃止について（３）ショートステイ床の特例利用に係る届出・報告の廃止について

平成12年厚生省告示第359号による改正後の平成12年２月厚生省告示第27号により、

ショートステイ床を特別養護老人ホームとして使用する特例利用については、平成12

年12月８日付け長寿第1277号の長寿社会対策課長通知により、次の届出及び報告を求

めていましたが、当該特例利用の制度導入から相当期間が経過し、当該制度の図られ

たこと等から来年度からは当該届出及び報告は不要とする取扱いとしますので、ご留

意ください。

記

（ショートステイ床の特例利用の際に従前求めていた届出等）

１ 事前の届出 ２ 利用後の届出

＜届出事項＞ ＜届出事項＞

・特例利用の予定日 ・施設等の利用状況

・特例利用の予定入所者数 ・従業者の員数等

・施設等の利用状況 ・利用者の状況等

・従業者の員数等

（４）電子メールの活用（４）電子メールの活用（４）電子メールの活用（４）電子メールの活用

平成20年4月以降、県長寿社会課からの行政情報、通知等は原則として電子メール

で配信しています。（電子メールが利用できない事業所を除く。）

県に登録された電子メールのアドレスについては、着信状況の随時の確認をお願い

します。また、アドレスを変更した場合は速やかに連絡（メール）をお願いしますアドレスを変更した場合は速やかに連絡（メール）をお願いしますアドレスを変更した場合は速やかに連絡（メール）をお願いしますアドレスを変更した場合は速やかに連絡（メール）をお願いします。

（５）疑義照会（質問）について（５）疑義照会（質問）について（５）疑義照会（質問）について（５）疑義照会（質問）について

平成24年3月に県が実施した集団指導以降につきましては、介護施設・事業所から

の疑義照会・質問等の窓口は、担当する各県民局（共通資料Ｐ65）に一元化していま

す。

今回の集団指導に係る内容のものに限らず、全ての疑義照会・質問等は全ての疑義照会・質問等は全ての疑義照会・質問等は全ての疑義照会・質問等は、「、「、「、「質問票質問票質問票質問票」」」」

（共通資料Ｐ64）により、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信（共通資料Ｐ64）により、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信（共通資料Ｐ64）により、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信（共通資料Ｐ64）により、ＦＡＸにて担当の県民局へ送信してください。（電話での

照会等には、原則として回答しない旨、ご了知願います。）

また、併せて、各施設・事業所におきまして、今回の集団指導に出席されていない

管理者・従業者の方々にも、その旨伝達・徹底されますようお願いします。

なお、岡山市、倉敷市、新見市に所在する施設・事業所につきましては、４月以降岡山市、倉敷市、新見市に所在する施設・事業所につきましては、４月以降岡山市、倉敷市、新見市に所在する施設・事業所につきましては、４月以降岡山市、倉敷市、新見市に所在する施設・事業所につきましては、４月以降

は、当該各市にご照会くださいは、当該各市にご照会くださいは、当該各市にご照会くださいは、当該各市にご照会ください。。。。（照会方法等については、各市にご確認ください。）

（６）岡山県介護老人福祉施設入所指針の一部改正について（６）岡山県介護老人福祉施設入所指針の一部改正について（６）岡山県介護老人福祉施設入所指針の一部改正について（６）岡山県介護老人福祉施設入所指針の一部改正について → 別添資料有り
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